
                         

〔平成30年度ふるさと起業・移転促進事業〕 

兵庫県へのUJIターン起業家等向け助成金のご案内 
－助成金額：上限200万円（※空き家を活用する場合：最大300万円） 助成率：１／２－ 

〈受付期間〉平成30年4月16日(月)～9月27日(木) <最終日16時必着>※ 

※ 申請状況により、上記期間中でも受付を締め切る場合があります。 

 
兵庫県へ移住し、県内で起業・第二創業を目指す方及び県外の事業所を県内に移転する方の新規事

業開発や新事業展開を支援します！ 
 
■応募対象事業■ 
① 新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行う事業であること。 
② 地域経済の活性化に資する事業であること。 
 
■事業概要■ 

応 募 資 格 

 平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 2 月末日までに県外から兵庫県へ住民登録を

移し、次のいずれかに該当する代表者（実質的な経営者）で、かつ、3 年以上県内に

居住し続ける意思を有する方 

① 県内に活動拠点を置いて、平成 29年 4 月 1 日から平成 31年 2月末日までに、

新たに起業や第二創業をした又はする予定の方 

② 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 2 月末日までに県外の事業所（本社）を県

内へ移転した又はする予定の方 

 

助成対象経費 

 

事業の立ち上げや移住等に必要な経費（下記参照）として明確に区分できるもので、

かつ、証拠書類によって発注・納品・支払等の金額・時期・内容等が確認できる経費 

※ 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 2 月末日までに物品等の引渡しや役務の

提供及び支払いが完了する経費に限ります。 

【起業・事業所移転に係る経費】事務所開設費、初度備品費、専門家経費、広告宣伝費等 

【移住に係る経費】引越代、移住後の住居家賃等 

助 成 金 額 

上 限：200万円 【起業・事業所移転に係る経費】上限100万円 

【移住に係る経費】上限100万円 

※空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり 

助成率：１／２ 

助成対象期間 平成30年４月１日～平成31年2月末日 

審査方法等 応募書類審査及びヒアリング審査により選考（必要に応じて現地調査を実施） 

※ 詳しくは募集要項をご覧ください 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■申請・問合先■ 

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター 

創業推進部 新事業課 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-8-4 

        神戸市産業振興センター２階 

TEL 078-977-9072   FAX 078-977-9112 

http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/furusatokigyou 

（募集要項、申請様式はこちら） 

 

「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」の同時申請 

起業の場合、助成金と同時申請できる「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」（無利子貸付制度）

を実施します。事業実施に必要な経費について、上記助成金の申請とは別に、貸付金として最大 

500 万円を申請することができます（第二創業・事業所移転の場合は貸付対象外）。 

○ 貸付限度額：最大 500 万円 ※貸付対象経費の 70%以内（自己資金が 30%以上必要） 

○ 貸付利率 ：無利子          

○ 貸付期間 ：１０年以内（うち３年据置） 


